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    「港湾の施設の耐震設計に係る当面の措置について（その２）」等に関する取扱いについて（通知）

　 このことについては、平成９年10月21日付港第135号で通知しているところですが、この取扱いについて別添写し
のとおり運輸省第三港湾建設局及び神戸調査設計事務所から通知がありました。
　ついては、今後の業務にあたり注意してください。
　なお、平成９年12月17日付事務連絡で送付した「新しい耐震設計法」（第36回第三港湾建設局管内港湾関係国庫補
助事業担当者会議資料－９）についても同様の取扱いとしてください。

（取扱注意）
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「港湾の施設の耐震投計に係る当面の措置について（その２）」等に関する取り扱いについて

  標記については、平成９年８月28日付、運輸省港湾局長、港湾局技術課長名で通達されているところですが、その際
に添付されていた「港湾の施設の耐震設計に係る当面の措置の扱いについて（平成９年８月28日付　技術課補佐官事務
連絡）」については、会計検査院に対して提出を控えていただきますよう御留意願います。
　特に最近の実地検査において、耐震設計法についての質疑・応答が見受けられ、院からの関連資料の掲示等を求めら
れた場合には三建補助事業室へ事前に対応方協議願います。
　あわせて、「第36回管内港湾開係国庫補助事業担当者会議資料（平成９年11月20～21日　於：徳島市）資料－９「新
しい耐震設計法」についても同様の扱いとしていただきますようお願いいたします。
　何かとご迷惑をおかけいたしますがよろしくお取り計らい願います。
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